
新型コロナワクチン接種について 
 

新型コロナワクチン接種を下記のとおり実施いたします。 

 

記 

 

１．実施期間 令 和 ６ 年 １ ０ 月  １ 日 （ 火 ） か ら 

 令 和 ６ 年 １ ０ 月 ３ １ 日 （ 木 ） ま で 

（ 金 曜 日 の 午 後 、 土 曜 日 、 日 曜 日 及 び 祝 日 を 除 き ま す 。 ） 

 

※実施期間中であっても、ワクチンが無くなった時点で終了します。 
 

２．受付時間  午前  ８：００～１１：３０ 

午後 １４：３０～１６：３０（木曜日のみ１８：３０、金曜日午後なし） 

 

３．接種料金 ① 安芸太田町に住所を有する接種時に６５歳以上の方及び       ２，０００円 

６０歳以上で身体障害者手帳１級を所持している方 

 

② 上記に該当しない方（任意接種）                １５，３００円 

 

       ※接種料金はすべて消費税込みの金額です。 

 

４．そ の 他  

（１） ①の６５歳以上とは接種日時点の満年齢です。 

（２） ①の６０歳以上に該当する方は、必ず身体障害者手帳１級を提示してください。 

（３） 接種後は１５分の待機が必要です。院内で待機してください。 

 

 

令和６年９月２５日 

安芸太田戸河内診療所 

所長  渡辺 公登 


